
横浜市勤労者福祉共済条例施行規則 新旧対照表 

現行 改正後 

 （加入の手続） 

第２条 横浜市勤労者福祉共済（以下「共済」という。）に加入し

ようとする者は、横浜市勤労者福祉共済加入申込書（第１号様

式）に横浜市勤労者福祉共済被共済者名簿（第２号様式）を添え

て市長に申し込まなければならない。 

 

 

（加入承諾書等の交付） 

第３条 市長は、加入の申込みを承諾したときは、横浜市勤労者福

祉共済加入承諾書（第３号様式）及び横浜市勤労者福祉共済被共

済者証（第４号様式）を当該申込者に交付する。 

（新設） 

 

 

（被共済者の異動の届出） 

第４条 加入者は、事業主等及び条例第４条第１項各号に掲げる従

業員を被共済者として追加しようとするとき、新たに被共済者と

なる従業員（事業主等を含む。）を雇用したとき、又は市内の事

 （加入の手続） 

第２条 横浜市勤労者福祉共済（以下「共済」という。）に加入し

ようとする者は、事業所の名称、所在地及び代表者の氏名その他

市長が必要と認める事項を記載した申込書に、新たに被共済者と

なる従業員（事業主等を含む。）の氏名、生年月日その他市長が

必要と認める事項を記載した名簿（以下「名簿」という。）を添

えて市長に申し込まなければならない。 

（加入承諾書等の交付） 

第３条 市長は、加入の申込みを承諾したときは、その旨を記載し

た書面及び横浜市勤労者福祉共済被共済者証（別記様式）を当該

申込者に交付する。 

２ 被共済者は、亡失その他の事由により横浜市勤労者福祉共済被

共済者証の再交付を受けようとするときは、再交付の申請書を市

長に提出しなければならない。 

（被共済者の異動の届出） 

第４条 加入者は、事業主等及び条例第４条第１項各号に掲げる従

業員を被共済者として追加しようとするとき、新たに被共済者と

なる従業員（事業主等を含む。以下この項において同じ。）を雇



業所への転勤により従業員が被共済者資格を取得したときは、遅

滞なく、これらの者の横浜市勤労者福祉共済被共済者名簿を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の横浜市勤労者福祉共済被共済者名簿を受理した

ときは、横浜市勤労者福祉共済被共済者証を当該加入者に交付す

るものとする。 

３ 加入者は、被共済者が死亡し、若しくは退職し、又は市外の事

業所への転勤その他の理由により被共済者資格を喪失したとき

は、遅滞なく、横浜市勤労者福祉共済被共済者資格喪失届出書

（第５号様式）に横浜市勤労者福祉共済被共済者証を添えて市長

に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の届出書を受理したときは、横浜市勤労者福祉共

済被共済者資格喪失受理書（第６号様式）を当該加入者に交付す

るものとする。 

（脱退） 

第６条 共済から脱退しようとする者は、横浜市勤労者福祉共済脱

退申出書（第７号様式）に横浜市勤労者福祉共済脱退同意書（第

８号様式）を添えて市長に申し出なければならない。 

 

２ 市長は、前項の申出を承諾したときは、横浜市勤労者福祉共済

用したとき、又は市内の事業所への転勤により従業員が被共済者

資格を取得したときは、遅滞なく、これらの者の名簿を市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の名簿を受理したときは、横浜市勤労者福祉共済

被共済者証を当該加入者に交付するものとする。 

 

３ 加入者は、被共済者が死亡し、若しくは退職し、又は市外の事

業所への転勤その他の理由により被共済者資格を喪失したとき

は、遅滞なく、当該被共済者の氏名、被共済者資格を喪失した理

由その他市長が必要と認める事項を記載した届出書に横浜市勤労

者福祉共済被共済者証を添えて市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の届出書を受理したときは、その旨を記載した書面

を当該加入者に交付するものとする。 

 

 （脱退） 

第６条 共済から脱退しようとする者は、事業所の名称、所在地及

び代表者の氏名、脱退する理由その他市長が必要と認める事項を

記載した申出書に条例第６条第１項の脱退同意書を添えて市長に

申し出なければならない。 

２ 市長は、前項の申出を承諾したときは、その旨を記載した書面



脱退承諾書（第９号様式）を当該申出者に交付するものとする。 

３ 市長は、条例第６条第２項の規定により加入者を共済から脱退

させたときは、遅滞なく、横浜市勤労者福祉共済脱退決定通知書

（第10号様式）により、その旨を当該事業主等に通知するもの

とする。 

（届出） 

第７条 加入者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。 

  （第１号から第３号まで省略） 

 （新設） 

（給付金等の申請） 

第８条 加入者は、条例第７条の規定による給付金等の給付を受け

ようとするときは、給付理由が生じた日から３箇月以内に横浜市

勤労者福祉共済給付金等申請書（第11号様式）により市長に申

請しなければならない。ただし、入学祝金及び祝品、永年勤労祝

品並びに加入褒賞金の給付については、申請を省略することがで

きる。 

 

   （第２項及び第３項省略） 

 

を当該申出者に交付するものとする。 

３ 市長は、条例第６条第２項の規定により加入者を共済から脱退

させたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により当該事業主

等に通知するものとする。 

 

（届出） 

第７条 加入者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならない。 

（第１号から第３号まで省略） 

(4) その他市長が必要と認める事項 

（給付金等の申請） 

第８条 加入者は、条例第７条の規定による給付金等の給付を受け

ようとするときは、給付理由が生じた日から３箇月以内に事業所

の名称、所在地及び代表者の氏名、給付を受ける被共済者の氏

名、給付の種類その他市長が必要と認める事項を記載した申請書

により市長に申請しなければならない。ただし、入学祝金及び祝

品、永年勤労祝品並びに加入褒賞金の給付については、申請を省

略することができる。 

   （第２項及び第３項省略） 

 



 （削除） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




